
○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（抜粋） 

  

(精神障害者保健福祉手帳) 

第四十五条 精神障害者(知的障害者を除く。以下この章及び次章において同じ。)は、厚

生労働省令で定める書類を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)

の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。 

２ 都道府県知事は、前項の申請に基づいて審査し、申請者が政令で定める精神障害の状

態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。 

３ 前項の規定による審査の結果、申請者が同項の政令で定める精神障害の状態にないと

認めたときは、都道府県知事は、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければなら

ない。 

４ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、

二年ごとに、第二項の政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事

の認定を受けなければならない。 

５ 第三項の規定は、前項の認定について準用する。 

６ 前各項に定めるもののほか、精神障害者保健福祉手帳に関し必要な事項は、政令で定

める。 

(平七法九四・追加、平一〇法一一〇・平一一法六五・平一一法一六〇・一部改正) 

(精神障害者保健福祉手帳の返還等) 

第四十五条の二 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、前条第二項の政令で定め

る精神障害の状態がなくなつたときは、速やかに精神障害者保健福祉手帳を都道府県に

返還しなければならない。 

２ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、精神障害者保健福祉手帳を譲渡し、又

は貸与してはならない。 

３ 都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者について、前条第二項の

政令で定める状態がなくなつたと認めるときは、その者に対し精神障害者保健福祉手帳

の返還を命ずることができる。 

４ 都道府県知事は、前項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の返還を命じようとす

るときは、あらかじめその指定する指定医をして診察させなければならない。 

５ 前条第三項の規定は、第三項の認定について準用する。 

(平七法九四・追加、平一一法六五・一部改正) 


